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はじめに

建設省では，平成１１年２月に「公共事業の説明

責任（アカウンタビリティ）向上行動指針」を策

定し，平成１１年度から行動指針に基づき，建設省

全体で公共事業の説明責任（アカウンタビリテ

ィ）向上に取り組んでいます。

ここでは，行動指針初年度の平成１１年度におけ

る取組み状況を中心に紹介します。

説明責任向上の取組み
推進のために

� 行動指針

建設省では，従前から，入札・契約制度の改

革，公共工事のコスト縮減，事業評価システムの

導入などに取り組んできました。しかし，アンケ

ート結果等を見ても，現下の公共事業は，国民か

ら見て十分納得のいくものになっておらず，ま

た，基本的な情報が国民に十分伝わっていない状

況にあります。

こうしたことから，公共事業を国民に対してさ

らに説明性の高いものへと改善を図ると同時に，

わかりやすい情報を積極的に国民に提供し共有し

ていくことが重要であり，これが建設省に課せら

れた「説明責任（アカウンタビリティ）」である

という考え方の下，平成１１年２月に「公共事業の

説明責任（アカウンタビリティ）向上行動指針」

を策定しました。

行動指針においては，アカウンタビリティ向上

のための具体的措置として４分野２０項目を掲げて

おり，建設省および関係公団等では，関係部局相

互の緊密な連携を図りつつ，公共事業のアカウン

タビリティ向上に努めているところです。

� 各地方建設局での行動計画の策定

地域に密着して公共事業を実施している地方建

設局では，地域の特徴や実情を踏まえた取組みが
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不可欠であることから，行動指針に基づき，各地

方建設局ごとの行動計画を平成１１年度に策定しま

した。

行動計画では，各地域の状況を踏まえた「基本

方針」や「重点施策」を示すなど，それぞれの地

域の特徴を出した内容となっています。また，多

くの各地方建設局では，職員の意識改革を行動計

画の柱の一つに掲げるなど，アカウンタビリティ

向上のためには，まず職員自ら意識を高めていく

ことが必要との認識の下，取り組んでいます。

	 説明責任向上のための推進体制の充実

行動指針・行動計画に基づく諸施策を効果的に

進め，アカウンタビリティを向上するため，建設

本省・各地方建設局では推進体制を整備し，組織

的に施策を実行しています。また，職員の意識向

上等のため，講習会や研修の充実を図っていま

す。

〈事例〉

・本局における事業広報官，事務所における地域

広報官を新たに選任（関東地建）

・ディスカッション方式や他業種講師の講義を取

り入れ，説明力やコミュニケーション力を磨く

職員研修を実施（中部地建）

説明責任向上の取組み状況

� インターネットを通じた情報提供・共有化

の推進

平成１１年度に，新たに８４工事事務所等でホーム

ページを開設し，全事務所に対するホームページ

開設事務所の割合は，平成１０年度末時点の５０％か

ら平成１１年度末時点には８０％に拡大しています。

また，平成１２年２月に建設省ホームページを大

幅改定し，「量」，「質」，「使いやすさ」を目指し

て内容の充実を図りました。

平成１２年３月のアクセス数（ヒット数）は，平

成１１年３月の２３４万件から，約３倍の７０９万件へ増

加しています。

〈事例〉

・公共事業に対する国民の方々の批判に答えた

「公共事業の１０の論点」を掲載

・重要政策課題に対する考え方を示した行動指針

等や社会資本の整備方針を明示した資料の掲載

（前年度の２倍以上）を推進

・地方公共団体の公共事業担当部局とのリンクを

新たに設定

・東北地建仙台工事事務所では，インターネット

図―２ 建設省ホームページの充実
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図―４　出前講座の実施�

を利用した情報提供として，i―mode 対応携帯

電話により，路面情報，駐車場情報，気象情報

を提供

� 「道の相談室」による道路サービスの向上

道路に関する国民の皆さんの身近な相談窓口と

して，平成１０年に東京２３区と高知県で試行的に開

設して以来，平成１１年度には，本格的に全国各地

での開設を進め，新たに２１の自治体で開設しまし

た。開設エリアの拡大とともに，相談の受付件数

も増え，平成１１年４月には１３３件／月だったもの

が，平成１２年３月には４１９件／月と約３倍に増加し

ています。いただいたご意見は，体系的に把握し

て道路行政の施策立案に反映させていくこととし

ています。

	 「出前講座」によるコミュニケーションの

充実

国民の皆さんと行政側が直接接し，コミュニケ

ーションを図る場として「出前講座」を設置し，

施策の内容や方向等について説明等を行っていま

す。

平成１０年度には本省と中部地建での実施でした

が，平成１１年度には新たに４地建（東北，関東，

中国，四国）で開始し，全国展開を図っていま

す。平成１１年度は，前年度と比べると，講座数は

約５倍の１，０６８講座，実施件数は約７倍の２８７件へ

と増加しています。実施先の内訳（建設本省）を

見ると，地方自治体等行政機関が約半数で，業界

関係団体が約３割，教育関係機関・市民団体等が

約２割となっています。また，この場でいただい

たご意見やご要望は，今後の施策へ反映させてい

くこととしています。


 河川の計画策定段階での幅広い意見の聴取

平成９年の河川法改正により，河川整備計画策

定段階での幅広い意見の聴取等が規定されまし

た。平成１１年１２月には全国の一級河川において，

初めて６水系で新しい河川整備基本方針が策定さ

れ，これを受け，その中の大野川（大分県・熊本

県・宮崎県）では，大野川の特性を活かし個性あ

ふれる川づくりのため，河川整備計画の原案を公

表し，河川整備計画の策定に向けて，幅広い意見

の聴取をスタートしました。インターネットを通

じてあらゆる方々が意見をいえる「開かれた窓

口」を設置するとともに，学識経験者から構成さ

れる流域委員会や，NGO，環境アドバイザー等

との意見交換を実施しています。

� 環境影響評価法に基づきスコーピング手続

きを導入

平成１１年６月に施行された環境影響評価法に基

づき，事業計画の早期の段階でスコーピング手続

きを導入し，住民の方々や専門家等の意見・要望

を反映させています。平成１０年度には，環境影響

評価法の施行に先駆けて，新しい手続きによる３

件の環境影響評価を実施し，同法が施行された平

成１１年度には，実施中のものも含めて新しい手続

きによる１９件の環境影響評価を実施しました。

� 社会実験による新しい地域づくり，仕組み

づくりの推進

地域と建設省とが連携し，社会的に大きな影響

図―３ i―mode対応携帯電話での情報提供
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を与える可能性が高い新しい施策の導入に先立ち

社会実験を実施し，その効果の把握と課題等の明

確化を図るとともに，住民の方々との合意形成に

役立てています。

平成１１年度は，初めて公募による実施地域の選

定を行い，６地域（世田谷区，海老名市，鎌倉

市，豊田市，大阪府，松江市）で社会実験を実施

し，その評価についてとりまとめをしています。

 事業完了後の事後評価の導入

これまで実施してきた新規事業採択時評価およ

び実施中事業の再評価に加え，平成１１年度から，

完了した事業について適切な改善措置等を検討す

ることより，事業の効率性および透明性の一層の

向上を図るため，事後評価を試行的に導入しまし

た。

平成１１年度は，「建設省所管公共事業の事後評

価基本方針（案）」を策定し，２５の事業について事

後評価の試行を行っています。各地方建設局等に

設置されている事業評価監視委員会を活用しなが

ら，事業の効果，事業による環境影響，事業を巡

る社会経済情勢等の変化等について，評価を実施

しています。

� 地方建設局工事契約関係資料の公表

国民の方々に公共事業に係わる情報を積極的に

開示し，入札・契約制度の更なる透明性を確保す

るため，平成１１年度，地方建設局が平成１０年度に

発注した建設工事等の実績および入札契約に係る

表―１ 工事契約に関する資料をとりまとめた冊子の公表

第� 工事 有資格業
者関係

・工事請負有資格業者数
・経常建設共同企業体数
・有資格組合数

第� 工事 契約状況
関係

・契約金額
・件数
・契約方式別・工種別契約状況
・等級別契約状況
・共同企業体契約状況
・低入札価格調査制度による対象調査結
果
・履行保証制度導入状況
・一般競争入札方式実施状況
・公募型指名競争入札方式実施状況
・施工計画審査タイプの契約実施状況
・工事希望型指名競争入札方式実施状況
・一般競争入札方式の結果一覧表
・工事別入札不調時の対応状況
・入札方式別入札不調時の対応状況
・スライド条項適用状況
・天災不可抗力条項適用状況

第� 工事 発注標準
関係

・平成９年～１２年度各工事種別の等級お
よび契約予定金額

第� コン
サル

有資格業
者数契約
状況関係

・建設コンサルタント業務等有資格業者
数
・契約状況
・公募型プロポーザル方式実施状況
・公募型競争入札方式実施状況
・簡易公募型入札方式実施状況
・標準プロポーザル方式実施状況

第� その
他

・工事における契約保証金充当
・工事入札辞退状況
・公正入札調査委員会関係状況
・入札監視委員会関係状況
・指名停止実績
・労働災害事故発生状況
・完成工事未収入金債権流動化の実績に
ついて
・下請セーフティネット債務保証実行工
事内訳

図―５ 社会実験による新しい地域づくり・仕組みづくり
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資料をとりまとめた冊子を作成し，対象年度から

２年間，建設本省および各地方建設局の閲覧場所

にて公表を始めました。

� 公共工事コスト縮減の推進と取組み状況の

公表

限られた財源を有効に活用し，社会資本整備を

着実に進めるため，平成９年に策定した「公共工

事コスト縮減対策に関する行動指針」等に基づき

諸施策を実施し，毎年，実施状況を公表してきま

した。

平成１１年度は３年間の取組みの最終年度であ

り，３年間の実施結果の全体とりまとめを行いま

した。関係者が一致協力して取り組む体制を構築

し，工事１件ごとに創意工夫したことにより，１０

％以上の縮減を目指すという数値目標に対し，縮

減率は９．８％（建設省関係）となり目標を概ね達

成しました。平成１２年度以降においても，新たな

行動指針等を策定し，公共工事の総合的なコスト

縮減を進めています。

� その他特徴的な取組み事例

� わかりやすい洪水予報を住民の方々へ提供

（関東地建）

住民の方々にとってわかりやすい洪水予報とす

るため，従来の方式の大幅な見直しを行い，わか

りやすいものへと改めました。主な改善点とし

て，専門用語によらない平易な文章による表現，

危険度合いの明確化，水位変化と予測水位のグラ

フ化等が挙げられます。平成１１年度は関東で試行

し，平成１２年度以降は全国へと拡大し，出水時に

おける住民の方々の重要な情報源として活用でき

るよう努めています。

� 具体的な整備目標を宣言し福祉のまちづくり

を推進（東北地建）

高齢者や障害者の方々などに配慮したまちづく

りを目指して，福島工事事務所全職員の参加によ

る「福祉クラブ」が発足しています。平成１１年度

は，障害者の方々と現地調査を行い，具体的な整

備目標を明確に宣言した「福祉憲章 ’９９」を作成

・公表するとともに，点字版パンフレットの作成

を行いました。同クラブの活動は自治体へも拡が

り始め，福祉のまちづくりに向けて地域の連携が

深まりつつあります。

おわりに

平成１１年度の１年間の取組みを通じて，今後の

課題はまだまだ多いものの，従前と比較してアカ

ウンタビリティ向上の取組みは少しずつではあり

ますが前進しつつあると感じられます。今後は，

これまでの取組み結果や国民の皆さんのご意見を

踏まえながら，職員自らがさらに意識を高め，改

善を図り，公共事業のアカウンタビリティ向上を

一層推進してまいりたいと考えています。

図―６ 具体的な整備目標を宣言し福祉のまちづくりを推進
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